
自転車利用者等は、 
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事業者・ 
レンタサイクル事業者は、 

京都府損害保険代理業協同組合 
一般社団法人京都損害保険代理業協会 

自
転
車
は
法
律
上
の
車
両
で
す
。 

事
故
を
起
こ
し
た
場
合
は
、
賠
償
責

任
を
伴
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

自
転
車
を
利
用
す
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す
べ
て
の
人
の

問
題
で
す
。 

万
が
一
に
備
え
て
、
自
転
車
保
険
に

加
入
し
ま
し
ょ
う
。 

（お問い合わせ） 義務化の内容については０７５－４１４－４３６７（京都府安心・安全まちづくり推進課） 
           保険の商品や加入方法については０１２０－６７０－０２２（コールセンター） 



不動産関連業者 
（宅地建物取引業者、賃貸 
住宅の管理を業とする者） 

自転車通勤・通学等を認める 
事業者・学校・学習塾・各種教室 

◆京都府内における居住の用に 
 供する建物の取引の相手方、 
 賃貸住宅の貸借人に対し、保 
 険情報の提供 

◆事業者や学校・学習塾等による自転車通勤・通学(通所)者の保険加 
 入確認及び未加入時の保険情報の提供 
 
 

１ 加入義務等 

自転車利用者 
業務で自転車を 

利用させる事業者 
レンタサイクル事業者 

（無料で貸し出す事業者を含む） 

平成30年4月1日より 
 

平成29年10月1日より 
 
 

平成29年10月1日より 
 
 
 

個人賠償責任保険等 施設賠償責任保険等※３、※４ 

◆利用者各人※１が日常生活※２で 
 自転車を利用して、他人にケ 
 ガなどをさせた場合に補償す 
 る保険等に加入 

◆従業員が業務のために自転車  
 を利用して、他人にケガなど 
 をさせた場合に補償する保険 
 等に、事業者が加入 

◆従業員や借主が自転車を利用し  
 て、他人にケガなどをさせた場 
 合に補償する保険等に、貸出業 
 者が加入 
◆借受人に対する当該保険等加入 
 情報の提供 

※１ 未成年者が自転車を利用する場合は 
       保護者が加入 
※2 業務中の事故については対象外 

※3 業務中の事故については個人賠償責任保険の対象外 
※4 施設（モノ）や仕事の遂行に起因する偶然な事故を補償する保険。 
  事業者の自転車も施設に当てはまる。 

２ 努力義務（すべて平成30年4月1日より） 

自転車小売等業者 駐輪場管理業者 

◆販売時・整備時・修理時の保険加入確認及び未加入時の保険情報 
 の提供（※） 

◆駐輪場利用者に対して保険情報  
 の提供 

義務化 義務化 義務化 

※保険情報の提供～保険の加入義務・保険の種類等 

※条例で定める保険とは、自転車を利用する者がその利用により交通事故を起こして
他人の生命又は身体を害した場合における被害を賠償する保険又は共済をいいます。 



自転車側に責任のある事故の割合が
増加傾向 
 

  23年 24年 25年 26年 27年 28年 

自転車事故の 
発生件数(件) 

3,027  2,526  2,368  2,182  1,916  1,678  

自転車側に責任
のある事故件数

(件) 

203 259 278 348 340 288 

自転車事故全体
に占める割合 

6.7% 10.3% 11.7% 15.9% 17.7% 17.2% 

自転車と歩行者の交通事故の割合が
増加傾向 

  23年 24年 25年 26年 27年 28年 

自転車と歩行者
の事故件数(件) 

58 53 66 65 64 56 

自転車事故全体
に占める割合 

1.9% 2.1% 2.8% 3.0% 3.3% 3.3% 

自転車事故に伴う高額賠償事例 

裁判所・年 事故の概要 賠償金額 

東京地裁 
平成25年３月 

 歩行者も通行できるサイクリングロードで出勤中の男性会社
員の自転車が散歩中の77歳男性と衝突し、歩行者の男性が３
日後に死亡した。 

2,174万円 

神戸地裁 
平成25年７月 

 坂道を下ってきた小学５年の少年の自転車が歩行中の62歳
女性と衝突し、歩行者の女性が意識不明となった。 

9,521万円 

東京地裁 
平成26年１月 

 信号無視した会社員の男性46歳の自転車が横断歩道を渡っ
ていた75歳の女性と衝突し、歩行者の女性が死亡した。 

4,746万円 

近年、自転車事故の発生件数が減少している中
で、自転車側に責任のある事故の割合は増加傾向
にあります。 

自転車事故に占める割合が 
年々増加しています。 

自転車事故による高額賠償請求事例が増えています。 
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事故件数 自転車事故に占める割合 

○賠償責任補償限度額（対人）が１億円以上 
○示談交渉サービス付き 
○賠償補償の対象となる後遺障害の制限なし 

京都府・京都市協定締結保険 

京都府・京都市では、京都で自転車利用者等が加入しやすい保険の提案など連携・ 
協力を行う保険会社等と事業連携協定を結んでおります。 
詳細につきましては、裏面のコールセンターにお問い合わせください。 
 



もしも事故を起こしてしまったら 

１ 

2 

3 

4 

5 

ケガ人の救護     ケガ人がいる場合は、ケガ人の手当てが最優先です。 

                                     まずは救急車を呼びましょう。 

自転車保険の加入状況をチェック 

自転車を利用中の事故により、他人にけがをさせてしまった場合など、相手の生命又は身体の損害を補
償できる保険（自転車損害賠償保険）に加入していますか。 
※点検整備した自転車に貼られる「TSマーク」等も該当します。 

自動車保険、火災保険、傷害保険のいずれかに加入していますか。 

共済、各種団体保険（職場で加入する保険や学校のPTA保険
等）のいずれかに加入していますか。 

自転車損害賠償保険に相当する補償が基本補償又は特約と
してついていますか。 
※特約の名称は、個人賠償責任補償特約、日常生活賠償特約など、保険会
社により異なります。 

すでに自転車損害賠償保険に加入
しています。 
 
 
 

※補償内容（賠償責任補償額や示談交
渉の有無等）が十分であるか、補償期
限が有効であるかを確認ください。 

お手元に保険証券を用意のうえ、
ご加入の保険会社にご確認くださ
い。 

自転車損害賠償保険への加入が必
要です。 
 
 下記コールセンターへ 

お問い合わせください！ 

はい いいえ わからない 

事故を起こしてしまった場合、気が動転して的確な対応ができないこともあります。 
以下の手順を参考に、落ち着いて行動できるようにしましょう。 

道路上の危険防止        二次災害を防止するため、路肩や歩道など安全な場所に自転車を移動させましょう。 

警察への連絡               現場をよく確認し、落ち着いて警察に連絡しましょう。 
                                     警察への届出がないと、「交通事故証明書」が発行されません。 
                                           ※交通事故証明書がないと、保険金が支払われない場合があります。 

事故状況の確認    事故の相手方の名前、住所、連絡先などを確認し、簡単な事故状況をメモしましょう。 

損害保険会社への連絡 事故の状況をただちに損害保険会社または代理店に連絡してください。 

※条例で定める保険とは、自転車を利用する者がその利用により交通事故を起こして他人の生命又は身体を害 
した場合における被害に係る損害をてん補することができる保険又は共済をいいます。 


